
年発０３３１第１０号

平成２６年３月３１日

各地方厚生局長 殿

厚生労働省年金局長

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の

施行等について

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平

成２３年法律第７３号。以下「改正法」という。）については、平成２６年４

月１日に施行され、年金福祉施設等の譲渡等を業務としていた独立行政法人年

金・健康保険福祉施設整理機構（以下「旧機構」という。）は、病院等の運営

を業務とする独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「新機構」という。）

に改組されるところである。（別添１参照）

また、以下の法令についても、本日公布され、平成２６年４月１日に施行さ

れるところである。

・ 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成２６年政令第

１２１号。以下「整備政令」という。）（別添２参照）

・ 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び

会計に関する省令及び医療法施行規則の一部を改正する省令（平成２６年

厚生労働省令第３９号。以下「改正省令」という。）（別添３参照）

これらの内容等については別紙のとおりであるので、ご了知の上、新機構の

業務の円滑な遂行へのご協力をお願いしたい。

なお、本件については、医政局とも協議済みであることを申し添える。

○写



（別紙）

第１ 新機構の概要について

改正法の施行に伴い、新機構の概要は次のとおりとなる。

１ 名称

独立行政法人地域医療機能推進機構

２ 目的

病院等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法に定める５事業、リハビリテー

ションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もっ

て公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与すること。

３ 新機構の主たる事務所

東京都（東京都港区高輪３丁目２２番１２号）

４ 役員

理事長１名、理事５名以内、非常勤理事５名以内、監事２名

５ 業務の範囲（主な業務）

（１）病院の設置及び運営

（２）介護老人保健施設の設置及び運営

（３）看護師養成施設の設置及び運営

（４）（１）～（３）の業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法に規定する包括

的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるも

のに係る業務

※ （１）～（３）の業務を行うために設置する施設（以下「施設」という。）につ

いては、新設してはならない。

６ 施設の譲渡

新機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供す

る機能が確保されるものについては、譲渡することができる。

７ 財源措置の特例

新機構については、原則独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４６条の

規定は適用しない。

８ 協議会の開催等

新機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広く当該施設の利用者その他

の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。



第２ 整備政令の内容について

改正法の施行に伴い、以下の政令改正を行ったもの。

１ 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正

（１）独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の名称を「独立行政法人

地域医療機能推進機構法施行令」としたこと。

（２）新機構の積立金の処分に係る承認の手続、国庫納付金の納付の手続並びに長期借

入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券に関し必要な事項等を定めたこ

と。

（３）次の法令の規定については、新機構を国の行政機関としてみなして、これらの規

定を準用することとしたこと。

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２０条第５項

・大麻取締法（昭和２３年法律第１２４号）第２２条の３第２項から第４項まで

・医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４条第１項及び第６条

・生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第５４条の２第１項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第

１２７号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてこれらの

規定の例による場合を含む。次項の表において同じ。）

・司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第６８条第１項

・土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項

・覚せい剤取締法（昭和２６年法律第２５２号）第３０条の１５第１項及び第４項、
、、

第３４条の３第２項及び第３項、第３５条第１項及び第３項、第３６条並びに第

３７条

・麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第５０条の５第１項及び第

６０条の２第２項から第４項まで

・下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４１条

・河川法（昭和３９年法律第１６７号）第９５条（同法第１００条第１項において

準用する場合を含む。）

・母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第５項

・登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）第２３条

・都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５８条の２第１項第３号

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７

条第４項及び第１３条

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１

３条

・都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３７条第２項

・看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年法律第８６号）第１３条

・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）

第３３条第１項第３号

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年



法律第５７号）第１４条

・特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第１４条（同法第１６

条第４項及び第１８条第４項において準用する場合を含む。）

・景観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第５項及び第６項並びに第６６条

第１項から第３項まで及び第５項

・不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１６条、第１１６条及び第１１７

条

・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）

第３３条第１項第３号

・津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第７６条第１項

（同法第７８条第４項において準用する場合を含む。）及び第８５条（同法第８

７条第５項において準用する場合を含む。）

・医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第１条（同条の表第７条第３項の項

を除く。）、第３条第１項及び第４条の５（同条の表第３条の３の項及び第４条

第２項の項を除く。）

・保健師助産師看護師法施行令（昭和２８年政令第３８６号）第２１条

・都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第３６条の３、第３７条の２及

び第３８条の３

・看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令（平成４年政令第３４５号）第２

条

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成７年政令第２６号）第１

１条から第１３条まで

・不動産登記令（平成１６年政令第３７９号）第７条第１項第６号（同令別表の７

３の項に係る部分に限る。）及び第２項、第１６条第４項、第１７条第２項、第

１８条第４項並びに第１９条第２項

・景観法施行令（平成１６年政令第３９８号）第２２条第２号（同令第２４条にお

いて準用する場合を含む。）

２ 土地区画整理法施行令等の一部改正

新機構の名称及び業務の変更に伴い、土地区画整理法施行令等について、所要の改正を

行ったもの。

また、旧機構については厚生労働省年金局事業企画課が所掌していたが、新機構につい

ては厚生労働省医政局国立病院課で所掌することとなった。

３ 経過措置

改正法の施行の日前に、旧機構が運営を委託していた病院等について、当該委託を受け

ていた者に対し医療法等に基づきした許可等は、新機構に対してした許可等とみなす等の

経過措置を定めたこと。



第３ 改正省令の内容について

改正法の施行に伴い、独立行政法人通則法、独立行政法人地域医療機能推進機構法（平

成１７年法律第７１号）、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令（平成１７年政令

第２７９号）の規定に基づき、業務方法書の記載事項、中期計画の認可申請の手続及び記

載事項その他業務運営に関する事項、新機構の財務及び会計に関する事項等について所要

の改正を行ったもの。

第４ 新機構の病院に係る書類等の引き継ぎ、申請書類の処理及び病床数の変更に係る事

務について

第２の１（３）にあるとおり、医療法施行令第１条については、新機構を国の行政機関

とみなして準用することとしており、新機構の病院については、平成 26年 4月 1日より、
国が開設する病院として医療法に基づく開設承認等の事務を厚生労働大臣（地方厚生局長）

が行うこととなる。一方で、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成 25
年 12 月 20 日閣議決定）において、国が開設する病院等は、「国の開設する病院等の開設
承認及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を進

める。」とされていることに留意が必要である。

また、事務処理にあたり、地方厚生局はまず、当該病院にかかる事務の取扱いを行って

いた自治体に申請の可否判断に必要な書類の複写を請求することとし、当該複写で申請の

可否を判断することが困難な場合には、直接、申請を行った病院に必要事項を照会の上、

対応することとされたい。

なお、その他新機構への移行に際して必要な事務処理の取扱いについては別途、都道府

県宛にも通知を発出しているため、合わせて参照されたい。

また、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第１８条において読み替えて準用す

る医療法施行令第１条によって読み替えられた医療法第７条の２の規定により、新機構が

地域医療計画に記載されている基準病床数を超える病床数の変更の承認の申請を行った場

合、厚生労働大臣が承認しないことができることとされている。承認の判断に当たっては、

厚生労働大臣は都道府県知事に対して当該地域の病床数の報告を求めるとともに承認の適

否についての協議を行うこととしているので、ご了知願いたい。

第５ 既存の通知等の取扱いについて

既存の通知等については、別途通知等が発出されない限り、新機構に対応した組織名、

機関名、理事長名等については、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」とあ

るのは、「独立行政法人地域医療機能推進機構」と、「独立行政法人年金・健康保険福祉

施設整理機構理事長」とあるのは「独立行政法人地域医療機能推進機構理事長」と、「独

立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」とあるのは、「独立行政法人地域医療機

能推進機構法」と読み替えるなど、必要な読み替えを行った上で、引き続き適用されるも

のである。なお、対応する「機構」等の略称や条番号についても同様とする。
































